
JA豊橋 組合員の皆様へ

経験豊富な税理士がお応えする

税理士による税務土地活用
無料個別相談会を開催しております

是非ご利用ください！
相続税の概算試算、生前贈与、土地の有効活用、不動産の売却など

お気軽にご相談ください。
※市街化調整区域での土地有効活用には制限があります。

4月～１２月の月１回

〒441-8124　愛知県豊橋市野依町字西川5
ＴＥＬ．０５３２-２５-９５３７

JA豊橋 資産相談課

完全予約制

e-mail : kaisou@toyohashi.aichi-ja.or.jp
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令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されています。また、令和8年4月1日より不
動産所有者の住所等変更登記も義務化されました。
大須賀法務合同事務所より講師として司法書士を招いて、組合員の皆様に講習会を開催しま
す。事前予約制となるため、必ず予約の上、ご参加ください。

日 時 令和8年6月17日㈬　14時より（1時間30分程度）
場 所 JA豊橋本店1階（第1〜第4研修室）
定 員 60名
内 容 ・相続登記の義務化について

・住所等変更登記の義務化について
・その他（遺言書について）

予約受付 資産相談課　☎0532-25-7055
※上記が繋がらない場合は、☎0532-25-9537
（平日・土曜日　8時30分〜17時30分）

予約期間 令和8年6月12日㈮まで
※予約期間中でも定員になり次第受付終了

不動産相続登記の義務化について


